
 
 
 
 
 

 

ゴールデンウィーク期間中の海難発生状況 
（４月２７日～５月６日までの１０日間） 

 
１ 第八管区海上保安本部管内における海難の発生状況 

★「プレジャーボート等」とは、プレジャーボート（モーターボート、ヨット、水上オートバイ等）及び

遊漁船をいいます。 

★「インシデント」とは、船舶の運航に関連した損害又は具体的な危険が生じなかった海難をいいます。 

★「マリンレジャー活動」とは、海水浴、釣り、潮干狩り、サーフィン、ボードセーリング、スキューバ

ダイビング等の海浜における余暇活動及びプレジャーボート等による遊走等をいいます。 

★「その他の人身に係るトラブル」とは、海上又は海中における活動中に死傷者(自殺、病気等を除く)が

発生しなかった海難をいいます。 

★ 民間救助機関に救助された船舶が含まれています。 

 

２ 主な事故概要 

【船舶事故①】 

発見日時 平成３１年４月２９日（月） 

午後３時００分頃 

発見場所 福井県坂井市福井港２ｋｍ沖 

概  要 男性１人が乗船していたプレ

ジャーボートが転覆状態で発見さ

れ、付近海域でうつ伏せ状態で浮

いている男性が発見され、死亡が

確認された。男性は救命胴衣未着

用であった。 

気象海象 くもり、南東の風５．０ｍ、 

波１．０ｍ（発見時） 

問合せ先 

第八管区海上保安本部 

交通部安全対策課 近藤・増田 

電話 0773-76-4100（内線 2640･2641） 

令 和 元 年 5 月 9 日 

第八管区海上保安本部 

 船舶海難隻数：６隻（昨年：６隻）、死者･行方不明者数：１人（昨年：２人） 

 船舶海難６隻のうち、船舶事故が２隻、軽微な海難であるインシデントが４隻 

 海難種類では、運航不能５隻、転覆１隻 

 マリンレジャー活動に伴う人身海難（上記船舶事故の死傷者を除く） 

：１人（昨年：４人） 

 人身海難は、その他の人身に係るトラブル（遊漁船に乗船中の病気） 

船舶発見位置 

福井港 



【船舶事故②】 

発見日時 令和元年５月５日（日） 

午後３時３０分頃 

発見場所 京都府舞鶴市成生岬５ｋｍ沖 

概  要 ３人乗船のプレジャーボートが、

遊漁場を移動していたところ、推進

機に浮流していたロープが絡まり

運航不能となり、民間救助機関によ

り曳航救助された。 

気象海象 晴れ、東の風１．０ｍ、 

波０．２ｍ（事故発生時） 

 

船舶海難の発生状況 

月日 場所 用途 海難区分 海難種類 備考 

4月28日 京都府伊根町 モーターボート インシデント 運航不能(燃料欠乏)  

4月29日 福井県おおい町 モーターボート インシデント 運航不能（機関故障）  

4月29日 福井県坂井市 モーターボート 船舶事故 転覆 船舶事故① 

5 月 2 日 福井県小浜市 モーターボート インシデント 運航不能（推進機障害）  

5 月 3 日 福井県敦賀市 モーターボート インシデント 運航不能（機関故障）  

5 月 5 日 京都府舞鶴市 モーターボート 船舶事故 運航不能（推進機障害） 船舶事故② 

 

３ 今後の取組み 

ゴールデンウィーク期間中に発生した海難においては、海難発生時の救助支援者や

連絡体制の確保が整っていないことや、波や風の情況を軽視し海難になるケースのほ

か、プレジャーボートのエンジンや船体に関する基礎知識不足によるものが目立ちま

した。 

夏季のマリンレジャーシーズンに向け、第八管区海上保安本部は、過去の海難発生

状況及びゴールデンウィーク期間中の結果を踏まえ、「救助支援者及び連絡体制の確

保」、「最新の気象・海象情報の入手」、「ミニボート等の使用上の注意点」等について

呼びかけ、引き続き海難防止活動を実施していきます。 

また、発航前の検査の未実施等による遵守事項違反（船舶職員及び小型船舶操縦者

法の行政処分）に関する手続きについても、確実に取組んでいきます。 

 

   

 

船舶発見位置 

舞鶴港 

曳航救助の状況 



運航不能, 

5隻, 83%

転覆, 1隻, 

17%

石川県, 

1人, 

17%

京都府, 3人, 

50%

福井県, 

2人, 

33%

モーターボート, 

6隻, 100%

八管内のゴールデンウィーク期間中における
マリンレジャー活動に伴う海難状況

別紙

プレジャーボート等の船舶海難

船舶の種類

合計６隻 合計６隻

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

海難隻数 ４（０） ４（０） ６（０） ６（２） ６（１）

過去５年間のﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等※の船舶海難［単位:隻］

※ ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等：ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ（ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ、ﾖｯﾄ、水上ｵｰﾄﾊﾞｲ等）及び遊漁船
※ 平成27年～平成29年の隻数は、民間救助機関に救助された船舶は除く

（ ）は、死者・行方不明者数

船長の居住地

合計６人

運航不能：機関故障、推進器障害等

海難の内訳

鳥取県

1人, 100%
病気

1人, 100%
釣り中

1人, 100%

活動内容 釣り中事故の海難内訳

合計１人合計１人

マリンレジャー活動に伴う人身海難

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

海難人数 ０（０） ５（０） ２（０） ４（０） １（０）

過去５年間のﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ活動※に伴う人身海難［単位:人］

※ ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ活動：釣り、ｻｰﾌｨﾝ、ﾎﾞｰﾄﾞｾｰﾘﾝｸﾞ、ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ等の海浜における余暇活動及び
ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ等による遊走等

（ ）は、死者・行方不明者数

釣り中事故者の居住地

合計１人


